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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○有害な図書等の指定 （青少年男女共同参画課取扱い）１

○収去飼料の試験結果の公表 （畜産課取扱い）１

○県営土地改良事業の工事の完了（５件） （農地整備課取扱い）２

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （北薩地域振興局取扱い）３

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （北薩地域振興局取扱い）３

○児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定 （大隅地域振興局取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業の廃止 （大島支庁取扱い）４

選 挙 管 理 委 員 会 告 示

○不在者投票を行うことができる病院等の指定の一部改正（※）（選挙管理委員会取扱い）４

鹿児島県告示第227号

鹿児島県青少年保護育成条例（昭和36年鹿児島県条例第65号）第９条第２項の規定により，

有害な図書等として次のとおり指定した。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

指 定 指 定 年 月 指 定 指 定
書 名 発 行 所 指 定 理 由

番 号 日 種 別 箇 所

25336 令 和 元 年 雑 誌 無敵恋愛エスガール ぶ ん か 社 全 部 著 し く 青

７月10日 ７月号 08577-7 少 年 の 性 的

25337 実話ＢＵＮＫＡタブー コ ア マ ガ ジ 感 情 を 刺 激

８月号 05375-08 ン し ， 又 は 著

25338 裏モノＪＡＰＡＮ 鉄 人 社 し く 青 少 年

７月号 01805-07 の 粗 暴 性 若

し く は 残 虐

性を助長し，

そ の 健 全 な

育 成 を 阻 害

す る お そ れ

が あ る 。

鹿児島県告示第228号

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第１項及び

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第３

項の規定により，令和元年５月に収去した飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の
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結果の概要は，次のとおりである。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

安全性に関する検査

製造事業場等の 製 造
収去場所及び法人番 飼料又は飼料 飼料又は飼料 違 反 の 内

名称，法人番号 （ 輸 入 ） 試 験 項 目
号 添加物の区分 添加物の名称 容

及び所在地 年 月

令 和

日 清 丸 紅 飼 料 （有）輝北運輸 若令牛育成用 日清丸紅印配 元 .5 重 金 属 － 無

（株） 鹿児島営業所 配合飼料 合飼料森栄が カ ド ミ ウ

鹿児島工場 5340002025312 ぶりより ム

2010001029465 （鹿児島市） 肉用牛肥育用 日清丸紅印配 元 .5 重 金 属 － 無

（鹿児島市） 配合飼料 合 飼 料 森 栄 カ ド ミ ウ

3,000 ム

注 違反の内容の欄には，認められた違反の内容，違反となった試験項目及びその試験値を

記載してある。

栄養成分に関する検査

収 去

製造事業場等の 場 所 製 造
違 反 の 内

名称，法人番号 及 び 飼料の名称 （ 輸 入 ） 試 験 項 目
容

及び所在地 法 人 年 月

番 号

平 成

坂元醸造（株） 同 左 くろずもろみ末 31.3 栄養成分等－粗たん白質，粗脂肪，粗 無

福山工場 繊維，粗灰分，カルシウム，りん

9340001001822

（霧島市）

令 和

み ら い 飼 料 同 左 ＩＴＯＣＨＵマザ 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗脂肪，粗 無

（株） ー前期 繊維，粗灰分，カルシウム，りん

志布志工場

5010601047814 ＩＴＯＣＨＵマザ 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗脂肪，粗 無

（志布志市） ー後期 繊維，粗灰分，カルシウム，りん

マル中印成鶏飼育 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗脂肪，粗 無

用配合飼料こっこ 繊維，粗灰分，カルシウム，りん

中部15

スパ子豚（Ｍ） 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗脂肪，粗 無

繊維，粗灰分，カルシウム，りん

（株）ジャパン 同 左 チキンミール 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗灰分 無

ファーム フェザーミール 元.5 栄養成分等－粗たん白質，粗灰分 無

化製品工場

5340001015264

（垂水市）

注 違反の内容の欄には，栄養成分等の表示量に対して過不足があった場合はその成分名，

試験値及び過不足の量を，原材料について違反があった場合はその内容を記載してある。

鹿児島県告示第229号

土地改良事業県営農地保全整備（特殊農地保全）（農業用用排水施設整備）梶ヶ野東迫地区

の工事は，令和元年５月10日に完了した。

令和元年７月19日
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鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第230号

土地改良事業県営農地保全整備（特殊農地保全）（区画整理）梶ヶ野東迫地区東迫第１換地

区の工事は，令和元年５月10日に完了した。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第231号

土地改良事業県営農地保全整備（特殊農地保全）（区画整理）梶ヶ野東迫地区東迫第２換地

区の工事は，令和元年５月10日に完了した。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第232号

土地改良事業県営農地保全整備（特殊農地保全）（区画整理）梶ヶ野東迫地区梶ヶ野換地区

の工事は，令和元年５月10日に完了した。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県告示第233号

土地改良事業県営農地整備（畑地帯担い手育成型）（旧：畑地帯総合整備）（農業用用排水

施設整備及び農道整備）第五曽於南部地区の工事は，令和元年５月30日に完了した。

令和元年７月19日

鹿児島県知事 三反園訓

北薩地域振興局告示第７号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和元年７月19日

北薩地域振興局長 橋口秀仁

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

放課後くらぶエ 出水市昭和町13 一般社団法人み 出水市本町17番 双津 忠一 令 和 元 年 放 課 後 等

イトぴーす 番25号 かさの里 20号 ６ 月 ３ 日 デ イ サ ー

ビ ス

北薩地域振興局告示第８号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和元年７月19日

北薩地域振興局長 橋口秀仁

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

デイハウスびぃ 摩川内市中郷 社会福祉法人麦 鹿児島市川上町 内田 芳夫 平成31年 生 活 介 護

町字下計志加里 の芽福祉会 680番３ ４ 月 １ 日

4708番地1
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大隅地域振興局告示第４号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和元年７月19日

大隅地域振興局長 松薗英昭

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

はなのこ園 肝属郡肝付町富 社会福祉法人天 肝属郡肝付町後 前田 智史 令 和 元 年 居 宅 訪 問

山字宇都上1678 上会 田5501番地 ６ 月 １ 日 型 児 童 発

番５ 達 支 援

大島支庁告示第２号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

令和元年７月19日

大島支庁長 松本俊一

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

あまみふりー 奄美市名瀬朝日 あまみふりー株 奄美市名瀬朝日 田中 和夫 令 和 元 年 就 労 継 続

町１番地１ 式会社 町１番地１ ６月13日 支 援 Ａ 型

鹿児島県選挙管理委員会告示第22号

平成24年２月28日鹿児島県選挙管理委員会告示第１号（不在者投票を行うことができる病院

等の指定）の一部を次のように改正する。

令和元年７月19日

鹿児島県選挙管理委員会委員長 松下良成

１の表63の項中「指宿市十町字湯ノ前1145番地」を「指宿市十町1130番地」に改める。

選 挙 管 理 委 員 会 告 示


